令和７年度越谷市私立学校等結核予防費補助金申請に関する注意事項

１　補助の対象者
　　補助の対象者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　（以下「感染症法」という。）第５８条の３の規定により定期健康診断に要する費用を支弁する私立学校又は施設の設置者とします。

· 私立学校又は施設の設置場所が越谷市外である場合は、補助の対象外となります。
	【用語の定義】
・私立学校　　市内に設置された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成１０年政令第４２０号）第１２条第１項第２号に規定する大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校（修業年限が１年未満のものを除く。）で、国、都道府県及び市が設置する学校でないものをいう。
 
・施設　　市内に設置された社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項第１号、第３号、第４号及び第６号に規定する施設で、国、都道府県及び市が設置する施設でないものをいう。



２　補助対象事業について 
⑴　私立学校での定期健康診断（感染症法第５３条の２第１項）
学生又は生徒を対象にしたＸ線撮影（入学した年度のみ） 
　　※１　教職員は補助対象外です。 
※２　私立学校の設置者が費用を負担した場合に限り補助するものとし、学生・生徒が個人の負担で行った定期健康診断や市町村が住民を対象に実施する健康診断は補助の対象となりません。また、私立学校に在籍する学生・生徒であっても、市外の学校等で定期健康診断を受診した場合は補助の対象となりません。 

　⑵　施設での定期健康診断（感染症法第５３条の２第１項）
６５歳以上の施設入所者を対象にしたＸ線撮影
（同年度中に満６５歳となる者を含む。）　　※　施設職員は補助対象外です。

３　補助申請額について
⑴　補助申請額の算出 
補助申請額は、次に掲げる①～③の金額において最も少ない額に３分の２を乗じた金額です（１，０００円未満の端数切り捨て）。 
①　補助要綱別表第１に定める対象経費の実支出額
②　補助要綱別表第２に定める補助単価に受診者数を乗じた額
③　総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

⑵　その他
各申請者からの補助申請額の総額が本事業の予算額を超えた場合には、交付決定額が補助申請額を下回る場合があります。

４　補助金交付の手続き
	時期
	越谷市
	申請者（私立学校・施設）

	10月


11
～12月


	1 補助金申請案内を送付
（郵送又はメール）

③申請書類を受領

④申請書類を審査し、適正であれば
決定通知書（8号様式）を交付
	
②申請書類（1号～7号様式）
　を作成し12/1までに提出
　※越谷市電子申請システム越谷市電子申請システム



⑤決定通知書を受領

	12月
～2月




	



⑦実績報告書類を受領

	⑥事業終了後ひと月以内
または2月末までに
・実績報告書（9号～14号様式）
・添付書類（領収書等）を提出
越谷市電子申請システム



	実績報告提出状況により、その後の日程は早まる場合があります
· 



3月
	⑧報告書類を審査ののち、金額を確定し確定通知書（15号様式）を送付


⑪請求書を受領
　※3月31日期限

⑫指定する口座に補助金を振込
	
　　⑨確定通知書を受領
⑩請求書（16号様式）を提出
越谷市電子申請システム


　　

⑬口座への入金確認



越谷市電子申請システム


· 申請書類一式及び電子申請システムへのリンクはホームページに掲載しています。
· Excel様式での一括提出をお勧めします。既に今年度分の事業が終了している場合は、　　請求書まで一括入力も可能です。（ただし、請求書は確定通知後に電子申請にてご提出ください）
· 電子申請システムの利用が難しい場合は、メール・郵送・持参による提出も可能です。












５　申請書等の記入における注意事項 
⑴　私立学校等結核予防費補助金交付申請書（第１号様式）
　①　申請者単位で作成してください。同一施設内であっても、設置者が異なる場合には別に申請してください。
②　法人等組織として申請される場合には、役職・氏名も明記してください。
③　申請者の名宛で、交付決定及び確定を通知しますので、なるべく申請者と口座名義人は一致するようお願いします。なお、相違する場合は、補助金交付請求書のご提出の際に、委任状の添付が必要となります。

（例１）委任状が不要な例
・申請者と口座名義人が一致している。 
申請者　 　○○専門学校長 ××××
口座名義 　○○専門学校長 ××××
（例２） 委任状が必要になる例
・申請者と口座名義人が異なる。 
申請者　　　○○専門学校長 ××××
口座名義　　学校法人○○学園理事長 ×××× 

⑵　事業計画書（第２号様式）
①　同一の設置者で複数の施設がある場合は、施設ごとに記載してください。
②　受診予定者数の欄は、今回の補助事業に関わる受診予定者数の見込みを記入してください。なお、補助対象外の教職員・施設職員については記入不要です。

⑶　支出予定額調書（第３号様式）　
①　申請者単位で作成してください。
②　複数の施設がある場合は、合計額を記載してください。

　⑷　基準算定額内訳書（第４号様式）
①　申請者単位で作成してください。
②　同一の設置者で複数の施設がある場合は、内訳に施設ごとの件数を記載してください。
③　合計額は支出予定額調書（第３号様式）の基準算定額（Ｅ）と同額としてください。

⑸　支出予定額内訳書（第５号様式）
同一の設置者で複数の施設がある場合は、施設ごとに記載してください。

　⑹　予算書抄本（第６号様式）
①　申請者単位で作成してください。
②　同一の設置者で複数の施設がある場合は、合計額を記載してください。

　⑺　私立学校等結核予防費補助金申請内容確認票（第７号様式）
申請者単位で作成してください。
　⑻　私立学校等結核予防費補助金事業実績報告書（第９号様式）
①　申請者単位で作成してください。
②　同一の設置者で複数の施設がある場合は、精算額の合計を記入してください。

　⑼　支出済額調書（第１０号様式）
申請者単位で作成してください。
　
⑽　基準算定額内訳書（実績）（第１１号様式）
①　申請者単位で作成してください。
②　同一の設置者で複数の施設がある場合、内訳には施設ごとの件数を記載してください。
③　合計額は支出済額調書（第１０号様式）の基準算定額（Ｅ）と同額としてください。

⑾　支出済額内訳書（第１２号様式）
①　同一の設置者で複数の施設がある場合は、施設ごとに記載してください。
　　②　合計額は、支出済額調書（第１０号様式）の対象経費の支出額（Ｄ）と同額としてください。

　⑿　補助対象結核健康診断実施件数内訳書（第１３号様式）
　　同一の設置者で複数の施設がある場合は、施設ごとに記載してください。

⒀　決算（見込）書抄本（第１４号様式）
①　申請者単位で作成してください。
②　複数の施設がある場合は、合計額を記載してください。

⒁　事業経費に伴う領収書等の写し
①　領収書の写しを提出することができない場合は、銀行振込受託書（支払日、支払先がわかるもの）等の写しに代えることができます。
②　支出済額内訳書の根拠となる胸部エックス線検査の実施件数や単価がわかるもの（見積書、明細等）を領収書の写しとともに添付してください。

⒂　私立学校等結核予防費補助金交付請求書（第１６号様式）
①　確定通知書が届いたのちに、原則「郵送にて」提出してください。
②　請求額は、交付確定通知書（第１５号様式）に記載された金額を記入してください。
③　申請者単位での振込みとなります。
④　請求期限は各年度３月３１日です。（※請求日が3月31日以前）　　
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